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◎監査公表第１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、平成２９年度包括外部監査の結

果に基づき講じた措置について、群馬県知事から通知があったので、次のとおり公表する。

平成３１年２月２２日

群馬県監査委員 丸 山 幸 男

同 林 章

同 萩 原 渉

同 水 野 俊 雄

（下表の番号は、包括外部監査の結果報告書に記載された指摘事項又は意見の番号である。）

監査対象 各施設共通

監査結果＜指摘事項＞ 改善措置

１ 備品・収蔵品の現品実査（実地棚卸） 備品のうち収蔵品を除くものについては、平成３０年度中
（１３頁） に棚卸し、台帳への整理、登録及び現物実査を実施する。

物品管理者は、原則として毎年８月中に、 収蔵品については、平成３０年度から棚卸し等を進めると
物品の現物実査を行うこととされている。記 ともに、財務規則に沿った現物実査の実施方法を検討する。
録の不備等の備品に関する問題は、現物実査 各所属において物品の現品確認を毎年度適正に行うよう、
を厳密に実施していれば格段に解消される。 平成３０年４月１１日付け審査課長通知「会計事務の適正な
備品や収蔵品が膨大な数で一度に全品を実 執行について」を全庁に発出し、改めて徹底を図った。

査することが現実的に困難である施設におい また、収蔵品等が膨大な所属における備品・収蔵品の管理
ては、計画的に実査するルールを設けること 方法について、見直しが必要か否か、平成３０年度中に結論
等も課題である。 を出す。

意見 改善措置

１ 県保有施設の数・規模の適正化 平成２８年に策定した「公共施設等総合管理計画」におい
（１２頁） て、本県の公共建築物等について、「総量の適正化」を柱の

現状では、県に全ての施設について十分な 一つとして位置付けて取り組んでいる。また、公共建築物等
維持管理を施し、運営していくだけの人材や のうち公の施設については、定期的に施設の必要性等のあり
予算が足りているとは言い難い。 方について検討を実施しており、今後も取組を継続してい

全施設を俎上に上げて、取捨選択する中 く。
そ

で、施設の数や規模を適正化することが求め 一方、施設の維持管理について、平成２９年度から長寿命
られる。 化対策に係る予算を管財課に一本化するなど体制の充実を図

っており、今後も限られた人員、予算の中で、効率的・効果
的に施設の維持管理ができるように取り組む。

２ 施設の老朽化・機能的陳腐化への対応の遅 各施設の修繕については、一定規模以上の施設で長期保全
れ 計画を作成し、主要な部位・設備の更新時期を明らかにする

（１２頁） とともに、現地調査及び施設管理者からの聞き取りを基に、
耐震工事の未了や雨漏り問題など、必要な 県有施設の中で修繕優先度判定を行い、施工順位を決定して

対応ができていない施設、競技の公式ルール いる。
に適合していない施設や現在の主流となる水 各施設の現状と現在の主流となる設備の水準を把握しなが
準に達していない設備等が見受けられた。 ら、老朽化･機能的陳腐化への対応を検討する。
予算や管理規模の適正化等の観点も加え、

早期の施設の老朽化・機能的陳腐化への対応
が求められる。

３ 事業別セグメント設定による予実管理の勧 財務会計システムで、月次・年次の収支状況を把握できる
め ため、これらを活用して各施設に応じた方法により事業別の

（１３頁） 収支状況を把握するよう努めることとした。
大半の施設で複数の事業を実施しており、

予算段階では各事業の収支を算出して予算を
作成しているが、現実の収入及び支出の段階
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では収入及び支出を事業別に区分しない施設
が見受けられた。
月次、また年次の収支管理として、事業別

の収支を把握できるようなシステムを整える
など、全庁的な対応が望まれる。

４ 資産（価値）保全のための保険の利活用 美術館及び博物館は、美術品等を収集し、適切に保管し、
（１４頁） 展示することを第一として業務を行っており、収蔵品の保管

他施設から借り入れる物品や入場者等につ 管理に万全を期している。
いては、保険に加入しているが、収蔵品につ 平成３０年度に各施設の保険加入の必要性を十分に検討す
いては、保険料の見積りも取得されておら る。
ず、保険加入の是非が検討された証跡は認め
られなかった。
リスクヘッジの観点から、保険加入の必要

性、保険料の多寡や加入範囲等について十分
に検討を行う必要がある。

５ 労務コンプライアンスの確立に向けて 厚生労働省のガイドラインでは、始業･終業の時刻の確認
（１４頁） 方法として、タイムカードとともに使用者の現認も併記され

時間外勤務については、短時間のサービス ていることから、これに基づき現認を行っている。
残業が生じているのではないかと見られる施 今後も厚生労働省のガイドライン等に基づき、勤務時間管
設がある。 理を行う。
このような施設では、タイムカード等で客

観的な記録を基礎とした勤務時間管理を適切
に行えるよう環境、体制づくりを進める必要
がある。

監査対象 群馬県消費生活センター

監査結果＜指摘事項＞ 改善措置

２ 非常勤嘱託職員の勤怠管理 消費生活相談員の勤務時間について、管理職が自ら現認す
（２２頁） ることによって確認し、出勤簿により適正に記録する。

非常勤嘱託職員の消費生活相談員が例外的 また、勤務時間管理の徹底を改めて周知し、平成３０年度
に時間外勤務を行う場合、職員の承諾のも から、勤務時間内に業務を終了するように取り組むこととし
と、超過勤務分を他の日に振り替えて調整し た。
ているが、１日８時間を超える勤務をしたに
もかかわらず、割増賃金等を支払わないのは
労働基準法に反する。
勤務時間管理について徹底し、例えば、タ

イムカード等客観的な記録を基礎として勤務
時間を確認することを検討すべきである。ま
た、今後、１日８時間を超える勤務について
は、割増賃金等の支払いを行うべきである。

意見 改善措置

６ ホームページの改善 平成２９年度中に、利用していないページを削除したほ
（１９頁） か、ページの階層を整理し、より閲覧しやすいものに改善し

消費生活センターホームページ内にある た。
「センターからの情報提供」ページは現在使
用されておらず、更新されていない。
ホームページを見やすくするためにも不要

な入口は削除し、より良いホームページへの
改善が望まれる。

７ 委託契約締結における見積時の予定価格 事業の見直しにより、本事業は平成３０年度に廃止した
（１９頁） が、平成３０年度の同様な事例において、複数の見積書を徴

指名人から提出された見積書の価格が予定 求し、見積価格と予定価格の関係が適切なものとなるように



- 3 -

価格とほぼ一致していた。見積価格が予定価 した。
格とほぼ一致することは不自然であり、事前
に予定価格が指名人に伝わっているとの疑念
を抱かれる可能性がある。
少額の見積りであっても、複数の指名人か

ら見積書を徴求するか、適切に予定価格を見
直す等の対策を講じ、見積価格と予定価格の
関係を適切なものとすべきである。

８ 委託契約締結における見積合せの実施 平成３０年度事業において、複数の指名人の見積合せを実
（２０頁） 施したうえで、契約を締結した。

法律相談業務委託については、消費者問題
に精通した弁護士が複数所属し、定期の法律
相談業務のほか、臨時の電話相談にも柔軟に
対応できる弁護士事務所は現在の委託先以外
に想定できないとの理由から見積合せが省略
されているが、このような事務所は他にも存
在する可能性がある。
今後は委託業務の仕様を見直した上で適切

な指名人を複数確保し、見積合せを実施した
上での契約締結を検討すべきである。

９ 平均処理期間の統計の作成 平成２９年度に、相談の聴取、事業者とのあっせんなどに
（２４頁） 要する時間に関する統計をとり、受け付けた相談の平均処理

受け付けた消費生活相談は、助言（自主交 時間について把握した。平成３０年度以降も定期的に調査す
渉）、情報提供、あっせん解決、あっせん不 る。
調、他機関紹介という処理内容ごとに集計を
取っているが、平均処理期間などの統計は取
っていない。
業者との交渉やあっせん手続など、相談受

付件数だけでは把握することのできない困難
さが考えられるため、このような状況を把握
するためにも、今後は、平均処理期間の統計
の作成を行うべきである。

監査対象 ぐんま男女共同参画センター

意見 改善措置

１０ 貸館事業の損益管理 平成３０年度中に貸館事業や夜間開館に関する費用を把握
（２８頁） し、効果を検証する。

貸館には男女共同参画事業に直接関係ない
会議も含まれていることや、主に貸館のため
に夜間開館していることから、貸館事業や夜
間の開館に関する費用対効果を検討するため
に貸館事業に関する費用を把握することが望
ましい。

１１ 収支計算書と対応した収支計画 独自に収支計算書を作成し、予算（収支計画）に対応した
（２８頁） 実績管理を行っている。前年度実績と比較・検討すること

収支計算書の策定段階においては、前年度 で、翌年度各事業の収支計画に生かしている。
の実績と比較して、どの項目がいくら増減す
るのかを把握することが必要であり、また、
事後的に実績と比較、検討することで、翌年
度の収支計画に生かすことが大切であるた
め、収支計画を収支計算書と対応する形で作
成することが望ましい。

１２ 受付期間に関する規則の改正 センター設置目的に寄与する団体等で知事が別に定める団
（３０頁） 体（登録団体）については、条例施行規則に基づき、６ヶ月
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使用承認申請書の受付期間について、運用 前から申請を受け付けることを原則としている。
上は規定の原則と例外が入れ替わっている。 それ以外の団体については、規則に基づき定める「ぐんま
現状に合わせ、規則に定める「申請書は、 男女共同参画センター管理運営要領」に、２ヶ月前からとす

使用しようとする日の属する月の２か月前の る内容を平成３０年度中に追加する。
月の初日から、これを受け付けるものとす
る。ただし、知事が相当の理由があり、か
つ、ぐんま男女共同参画センターの管理に支
障がないと認めるときは、この限りではな
い。」と改めるべきである。

１３ 施設の使用承認のあり方 「ぐんま男女共同参画センター管理運営要領」において、
（３２頁） 施設の使用承認の要件を平成３０年度中に明記する。

現状では、男女共同参画社会の推進とは無
関係な会議等にも施設が使用されている。
利用率を考慮すれば、男女共同参画社会推

進のためのイベント等の実施が妨げられてい
るとは考えられないが、条例の文言を踏まえ
て今後の施設の使用承認のあり方を検討し、
施設の使用承認の要件を明確化するなど、規
則等の改正の必要性を判断すべきである。

１４ 施設の使用承認基準の明確化 平成３０年度中に、個人に対する有料施設使用許可の可否
（３３頁） について、判断基準を設ける。

個人による施設の使用は認められていない
が、設置管理条例等には、個人に施設を使用
させることができないとは記載されていな
い。
今後も個人に対して施設の使用を許可しな

い取扱いを継続するのであれば、施設の使用
を希望する個人との紛争を予防するため、施
設使用は団体に限る旨の使用条件を規則等に
明確に規定すべきである。

１５ 施設の使用承認の判断基準 これまでの事例を体系化し、平成３０年度中に営利目的か
（３３頁） 否かの判断基準を設ける。

施設の利用は、「専ら営利を目的とする行
為をすると認められるとき」には認められて
いないが、その判断はこれまでの慣例等に従
って行っている。
営利目的の利用か否かに関する判断基準を

設けるべきである。

１６ 貸室の利用促進 平成３０年度中に、施設の利用促進を図るため、施設の空
（３４頁） き状況のシステム登載について検討する。

インターネットで施設の予約ができる群馬
県域公共施設予約システムに登録されていな
い。
貸室の利用を促進するため、群馬県域公共

施設予約システムへの登録を検討すべきであ
る。

１７ 夜間開館の必要性 平成３０年度中に、外部委員で構成された「ぐんま男女共
（３４頁） 同参画センター運営会議」等の意見を踏まえて検討する。

条例等で夜間の貸館を定めているが、夜間
の会議室の貸出しが１件のみの月もある。
夜間開館のために夜間警備を委託している

が、費用対効果を考えて夜間貸館の廃止等に
ついて検討することが望ましい。

１８ 備品の現品確認の実施時期 毎年８月中に実施し、結果を供覧のうえ保管する。やむを
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（３５頁） 得ず８月中に実施出来ない場合には、その旨と理由を記録す
財務規則では、原則として毎年８月中に物 ることとした。

品の現物確認を実施すると規定されている
が、平成２８年度は１２月に実施された。
８月以外に実施できる例外規定もあるが、

８月中に実施できなかった場合には、その旨
と理由を記載しておくことが望ましい。

１９ 備品シールが貼付されていない物品 平成３０年度中に物品が必要かどうかを確認し、備品登
（３６頁） 録、処分を行う。

地下倉庫にある物品で、備品シールが貼付
されていないものが散見された。
今後も使用することが想定され、かつ、備

品の計上基準を満たすものについては、備品
に計上し、備品シールを貼付する必要があ
る。逆に、不要品であれば売却や除却などの
処分をすべきである。

２０ 旧議員会館からの長期滞留物品の処理 平成３０年度中に物品の必要性を確認のうえ、処分する。
（３７頁）

旧議員会館から長期滞留している物品につ
いては、処分に向けての必要な処置を取る必
要がある。

２１ 相談員の増員 相談員の健康管理に十分配慮し、県民からの幅広い相談に
（３９頁） 対応できる体制を検討する。

多くの時間帯で相談員が一人体制で対応し
ており、年間３８０件の相談に対応すること
ができなかった。また、一日中一人で相談を
聞き続けることは、相談員の精神衛生に対す
る配慮上、問題がある。
相談員を増員し、全ての時間帯に二人体制

で相談に臨めるようにすべきである。

監査対象 群馬県女性相談所・三山寮

監査結果＜指摘事項＞ 改善措置

３ 誤った種類の回議書による廃車手数料の支 手続きの流れを再確認し、平成２９年度から職員が正確な
出 事務処理及び的確なチェックを行えるようにした。

（４５頁）
公用車廃車手数料が、誤った回議用紙に基

づいて支出されていた。
手続の流れを再確認し、誤りの発生を防止

する措置を講ずる必要がある。

４ 財務規則第２１４条（物品の表示）の遵守 平成２９年度中に、備品シールを貼付していなかった備品
（４６頁） にシールを貼り付け、必要事項の追加記載を行った。

財務規則第２１４条及び会計事務の手引に また、備品の適切な扱いを、職員間で共有し、シール貼付
規定されている備品シールの貼付に関する規 けのときは複数人で確認するようにした。
定が職員間で十分共有されていなかったた
め、財務規則第２１４条を遵守すべきであ
る。

意見 改善措置

２２ 工事の一環で取付けられた備品の管理 工事請負費等で取付けたエアコン等の備品について、平成
（４３頁） ３０年度中に備品登録した。

工事請負費を利用して取付けられたエアコ
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ン等については、県の備品としての管理が行
われていない。備品は、取得価格が３万円以
上のものをいう等といった財務規則を前提と
すれば、工事請負費を利用して取付けられた
エアコンなどで公有財産として管理されてい
ないものは、備品としての管理を行うべきで
ある。

２３ 老朽化した備品の更新 備品の状態を確認しながら、必要なものは平成３０年度か
（４３頁） ら更新していく。

昭和５９年の施設建築時に取付けられたエ
アコンや平成６年に取得されたブラウン管テ
レビが現在も利用されている。
老朽化が進んでいることや施設の利便性な

どを考えれば、故障する前に買い替えること
を検討すべきである。

２４ 受託業者との合意事項 平成３０年度中に覚書を交わし、平成３１年度以降は「機
（４４頁） 械警備業務委託仕様書」に、機器の故障に関する規定を盛り

平成２８年度中に機械警備業務委託に関 込むよう改めることとした。
し、機械に不具合が生じ、交換が必要となる
際に県が手数料を負担しなければならないこ
とがあったため、契約書の範疇について、業
者と交渉したが、業者からは、業者が承知し
ておけば良く、書面は不要との回答を受け
た。
機器の故障の際の費用負担の問題は、機械

警備業務委託に関する重要な事項であるの
で、受託業者との合意事項は覚書等の書面に
より正式に確認を行うべきである。また、次
の契約締結の際は、機械警備業務委託仕様書
に機器の故障に関する規定を設けておくべき
である。

２５ 一者随意契約方式での契約締結時の検討 機械警備業務委託については、平成３１年度から始まる次
方法 期契約時に、複数の業者による入札等で選定できないか検討

（４５頁） し、そのうえで一者随意契約になる場合には、客観性のある
機械警備業務委託契約の締結に関する一者 理由を明示する。

随意契約の理由として、「警備員が携帯でき
る非常発生装置が他にはない特殊なシステ
ム」の存在が挙げられていたが、業者選定に
当たり、非常発生装置を採用している業者が
他にあるか調査をしていなかった。
一者随意契約方式で契約を締結すべきであ

るかを判断するに当たっては、単に従前の取
扱いを踏襲するのみでなく、毎年その理由に
ついて慎重に検討を行うべきである。

２６ 損害保険への加入の検討 平成３０年度中に保険料の見積りを徴収し、費用対効果を
（４６頁） 検討したうえで、必要性を判断する。

女性相談センターは施設所有（管理）者賠
償責任保険に加入していないが、外部の者が
訪れる相談室が存在し、施設の使用・管理に
起因する損害が発生しないとは限らない。
賠償責任保険に加入した場合の保険料の見

積りを取るなど費用対効果の検討をし、保険
締結の必要性を検討すべきである。

２７ 備品台帳への保管場所の記載 平成２９年度中に台帳に保管場所を記載するよう改めた。
（４６頁）
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備品台帳に保管場所の記載がない。
効率性の観点から備品台帳に保管場所も記

載することを検討されたい。

２８ 非常勤嘱託職員の始業・終業時間の管理 勤務時間管理の徹底を改めて周知し、平成３０年度から勤
（４７頁） 務時間内に業務を終了するように取り組むこととした。

県非常勤嘱託職員就業要領では、１週間
３８時間４５分を超えない範囲で、勤務時間
を変更できる。この場合、原則として２週間
前までに職員に通知するとされているが、職
員が事後的に時間外命令簿を記入しており、
週の勤務時間の上限の確認について、客観
性、正確性に問題がある。
勤務時間の管理を改善するとともに就業要

領に定める原則どおりの運用をすべきであ
る。

２９ 入所者からの預り金の支払報告の訂正の 平成２９年度から、金額を訂正したときは、二重線の上に
方法 入所者本人に確認印等をもらうよう改めた。

（４８頁）
入所者からの預り金の支払報告の金額欄が

訂正されていたが、訂正印など訂正したこと
を当事者が了承した旨の記載がなかった。
金額の訂正の際には、訂正者の訂正印を押

すとともに、当該入所者の了承のサイン等を
もらうことが望ましい。

監査対象 群馬県立近代美術館

監査結果＜指摘事項＞ 改善措置

５ 台帳への記載漏れとシールの貼り漏れ 平成２９年度に台帳から漏れていた車椅子、ベビーカーを
（６１頁） 備品登録し、正しく備品シールを貼付した。

台帳に記載もなくシールも貼られていない
車椅子やベビーカーがあった。また、２台の
ベビーカーを一つの備品番号で登録し、管理
しているものがみられた。
台帳への登録漏れや２つの物品を一つの備

品番号で登録するといった事態を解消し、管
理を見直す必要がある。

６ 新たな番号が割り振られた備品のシールの 平成３０年度から、物品の棚卸しを計画的に実施し、旧番
更新 号での備品シールが貼付されたままになっている備品は、新

（６２頁） 番号のシールへと更新する。
平成１１年に備品管理のシステムを構築

し、それ以前の備品については全て新たに番
号が振られ、管理されているが、旧番号のシ
ールが貼付されているものが認められた。
旧番号のシールのみの貼付となっているも

のについては、直ちに新番号のシールを貼付
すべきである。

７ 備品シールの貼り誤り 平成３０年度から、物品の棚卸しを実施し、備品管理台帳
（６２頁） 及び物品出納計算表へ登録すべき物品を整理する。誤った備

ミュージアムショップに保管するディスプ 品シールが貼付されている物品を認知したときには、正確な
レイ台に別の備品のシールが貼られていた。 備品登録状況を確認し、正確な備品番号のシールを貼り直
正確な備品番号のシールを貼り直す必要が す。

ある。また、当該備品に対応するシールを貼
るよう現場に徹底を促すとともに管理部門の
チェックも必要である。
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８ 現物実査の実施 現物実査の実施に向けて、平成３０年度から、館内全ての
（６５頁） 物品の棚卸しを計画的に実施し、備品管理台帳及び物品出納

財務規則に「原則として毎年８月中に、物 計算表へ登録すべき物品を整理し、登録する。
品確認を行う」と規定されている。 また、上記の棚卸しと台帳の整理・登録作業と併せて、財
時間や人手が足りないこともあるが、財務 務規則に沿った現物実査の実施方法を検討する。

規則で規定されている以上、規則に従い年に
一回現物実査をすべきである。

意見 改善措置

３０ 展示作品が多い企画展示におけるアンケ 平成３０年度から、アンケート回収率向上のため、大規模
ート実施方法 な展覧会においては、アンケート用紙の事前配布を実施する

（５３頁） こととした。
大規模企画展示において、アンケートボッ

クス及び用紙を目立つ位置に置けなかったこ
とから、アンケートの回収率の低下がみられ
た。
大規模企画展示におけるアンケートは、パ

ンフレットとともにアンケート用紙を事前に
直接手渡す等、回収率を上げる工夫が望まれ
る。

３１ 出張授業団体受付表への押印 平成２９年度から、館長が不在の時は、副館長が代決する
（５５頁） など改善を行った。

団体受付表の押印欄について、館長以下受
付者の押印欄があるにもかかわらず、館長印
欄に斜線が引いてあるものが散見された。最
終決裁権者の押印がなければ決裁の有無を疑
われ、混乱を来すこととなった場合の責任は
誰にあるのか等の問題も生じかねない。
館長が長期出張等、何か特別な事情があっ

た場合には、副館長が代理印を押印するなど
の対応をし、事後的に責任の所在を把握でき
るようにしておくべきである。

３２ 領収書の事前記載事項 平成２９年度から、領収内容により記載が変動する項目
（５６頁） は、事前に記載しないよう改めた。

領収書について、すぐ渡せるようにあらか
じめ、利用が多いものに対応した「款・項・
目・節・細節」を記載しているが、別の目的
の場合、事前に記載した領収書が利用不可と
なり欠番となってしまう。
領収書は、領収内容によって変動するもの

については事前に記載しておくのは見直すべ
きである。

３３ パスポートの受払い簿 平成３０年度から、訂正過程が分かるよう受払い簿の運用
（５７頁） 方法を改めた。

保管されているパスポートと受払い簿を確
認したところ、記載箇所誤りや修正液による
訂正等の不適切な事例があった。
受払い簿に記載の訂正過程の分かる方法で

の訂正をするよう運用を改める必要がある。

３４ 随意契約によることができる場合 平成２９年度から、やむを得ず随意契約を締結する場合
（５８頁） は、より具体的かつ説得的な記載をすることとした。

予定価格が随意契約によることができる場
合の限度額を超えている契約や見積合せをし
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ない契約について、随意契約とする理由が書
面上、具体的又は説得的に記載されていなか
った。
事後検証を可能とするために、随意契約と

する理由や見積合せをしない理由を具体的に
記載する必要がある。

３５ 施設所有（管理）者賠償責任保険の締結 平成３０年度から、火災や地震の危険性を考慮し、保険加
（５９頁） 入範囲の洗い出しや見積書の徴取等、損害保険加入の必要性

他館から借りている作品等は損害保険に加 について検討を進める。
入しているが、多くの収蔵品は損害保険の対
象となっておらず、その評価額は合計４３億
３３５５万６７４８円である。
火災や地震のリスクを回避するため、本施

設が施設所有（管理）者賠償責任保険等の契
約を締結する必要性を検討すべきである。

３６ 現物実査の報告書の作成 平成３０年度から、現物確認を行った際は、結果報告書を
（６０頁） 作成し、供覧の後に保管することとした。

現物実査報告書の作成は財務規則上義務付
けられていないが、現物実査は義務付けられ
ていることから、その確認資料として、い
つ、誰が、どのように現物実査を行ったのか
を確認できる記録について最低限作成し、保
管すべきである。

３７ 備品計上すべき物品の取扱い 平成３０年度から、物品の棚卸しを計画的に実施し、備品
（６０頁） 管理台帳への登録漏れが確認できた物品については、速やか

備品と思われるものについて備品管理台帳 に登録し備品として適切に管理を行う。
の登録がなく、展示を行う際の製作費の一部
や設備工事費の一部として取得し、そのまま
使用し続けていると思われるものが散見され
た。
そのようなもののうち、特にパソコンやプ

リンター等、汎用性も高く、その展示のみの
使用とは考えられないものについては、備品
としての管理を行うべきである。

３８ 備品管理台帳への保管場所の記載 平成３０年度から 物品の棚卸しを実施し、保管場所が入、
（６１頁） 力されていない物品については、保管場所を登録していく。

備品について、備品管理台帳への記載はあ
るが、保管場所の記載がないものが散見され
た。
保管場所は備品管理の基礎であり、今後の

備品の移動や管理者の人事異動なども考慮す
ると、早急に入力する必要がある。

３９ システム導入 作品台帳や収蔵品カードの作成は欠かせないため、継続し
（６３頁） て作成するが、平成３０年度中に収蔵品管理のシステム化に

収蔵品の管理は作品台帳で行っているが、 ついても検討を進めていく。
収蔵品の貸出状況や保管場所を登録しておけ
ば、システム上で収蔵品の所在が誰でも分か
るようになり、効率的な収蔵品管理が可能と
なる。また、作品台帳は一冊しかなく紛失等
のおそれもあることから、システム化を進め
るべきである。

４０ 作品台帳 平成２９年度中に作品台帳を確認し、鉛筆書きで書かれた
（６４頁） 番号は、消えにくいペンにより記載した。また、作品台帳等

作品台帳の一部の番号が鉛筆で書かれてお は、施錠管理することとした。
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り、書換えされる可能性があるため、消えに
くいペン等による記入に統一すべきである。
また、作品台帳は一冊しかなく、紛失してし
まった場合は完全に復元するのは難しいた
め、作品台帳及び作品カードは、施錠管理を
すべきであり、紛失してしまった場合に備え
て、コピーやスキャニングをしておくことが
望ましい。

４１ 寄託作品の返却 平成２９年度に寄託解除したものは、寄託者に預書を返却
（６６頁） してもらった。平成３０年度以降は、預書を紛失した寄託者

寄託作品について、寄託解除となった作品 へ作品を返却する場合には、受領書をもらうよう改める。
は預書を返却してもらうことになっている
が、預書を紛失して返却してもらえない場合
は、預書が見つかったときは破棄するよう伝
えていた。
トラブル回避のため、今後は預書を紛失し

た場合は、受領書等を必ずもらうように改め
るべきである。

４２ 利用価値のない物品の処分・所在不明品 平成３０年度から物品の棚卸しを計画的に実施し、不要物
の管理 品については、処分を進める。

（６９頁）
平成１３年度監査において、利用価値のな

い物品の処分をするよう提言されていたが対
処されておらず、また、台帳に現物の存在が
確認できないものも少なからず存在する。
利用価値のないものは処分し、所在不明品

は帳簿上も存在が確認できる物品とは別管理
とすることが望ましい。

監査対象 群馬県立館林美術館

監査結果＜指摘事項＞ 改善措置

９ サービス残業の是正 平成３０年４月から、ミュージアムショップの職員、嘱託
（８５頁） 職員の勤務時間を１５分早め、９時から１７時１５分までと

開館時間は午後５時までであり、閉店後の し、非常勤嘱託職員の業務確認での正規職員の時間外勤務が
レジ占め等を行うミュージアムショップの職 発生しない勤務体制とした。
員や館内の点検業務等を担当する非常勤嘱託
職員の終業時刻は、午後５時３０分となって
いる。正規職員の終業時刻は原則午後５時
１５分であり、非常勤嘱託職員の業務の確認
のため、正規職員が１５分ほどの時間外勤務
を行うことになるが、この対応者が時間外勤
務手当の支給対象者である場合、当該手当の
支払いなどが一部されていなかった。
１５分程度とはいえ、正規職員のサービス

残業が生じる現在の仕組みは、即座に見直す
べきである。

意見 改善措置

４３ 観覧者全体に占める無料観覧者の割合 有料観覧者の増加に向けて、平成３１年度から工夫を凝ら
（７６頁） した企画展の開催や積極的な広報活動などを行う。

平成２８年度の観覧者数のうち、観覧料を
負担しない無料観覧者の占める割合が５７％
を占めている。
館林美術館の収入の柱が観覧料収入である
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ことを踏まえると、観覧料を確保できる有料
観覧者の割合を増加させるための方策を早急
に検討すべきである。

４４ 観覧者数の把握方法 平成３０年度秋の企画展から別館観覧者に観覧券の提示の
（７６頁） 協力を求め、無料観覧者数のカウント方法を見直す。

無料観覧者数は、観覧料が無料の中学生以 また、教育普及事業参加者数と観覧者数の二重カウントに
下の生徒や無料招待券の持参者、別館のみな ついては、平成３０年度から実態を反映させた集計方法とす
どの観覧者等を計上したものである。別館は ることを検討する。
観覧券は不要であるが、観覧券の有無を確認
しておらず、別館のみの観覧者数の把握方法
は不十分かつ不正確である。
学校授業の一環で観覧した小中学生は、教

育普及事業参加者数と無料観覧者数の学校団
体にも数えられ、二重カウントされている。
早急に無料観覧者数を把握し、無料観覧者の
占める割合を正確に把握する必要がある。

４５ 修繕工事と改修工事の区分 平成３０年度から、工事の実施に当たっては、個々の事業
（７９頁） の目的や施工内容等を精査し、修繕工事と改修工事の適用を

平成２８年度に３件の改修工事が実施され 判断することとした。
たが、そのうち２件は工事の性質から、修繕
工事に該当すると考えられる。
会計処理上、改修は工事請負費、修繕は需

用費（修繕料）として別扱いであるので、工
事内容に応じて適用を判断すべきである。

４６ 修繕工事の受注業者の固定化 平成３１年度中に、保守点検業務の委託契約において、契
（８１頁） 約期間中、定期的に機器（部品）等の取替えの必要がある場

保守点検箇所の修繕について、日々の保守 合は、これらの取替（修繕）業務を、あらかじめ保守点検業
点検を行っている受託業者は短時間で対応で 務の一部として仕様書に盛り込むなどの契約方法を検討す
き、コストを抑えやすくなると考えられ、修 る。
繕工事の受注業者が限られてくるのは、やむ
を得ない面もある。しかしながら、保守点検
箇所の修繕工事について、一切競争原理が働
かない契約方法には問題がある。
保守点検業務の入札の際に修繕工事の実績

や価格競争力等も考慮できる仕組みを作るこ
とが望まれる。

４７ 花壇の雑草 良好な景観を維持するため、日頃から花壇の状況を確認す
（８１頁） るとともに、平成３０年度は、除草作業の実施回数を年４回

夏の時期、展示室から見える花壇に雑草が から年５回に増やして行うこととした。
生えて、景観を損なう状態が見受けられた。
美術館前の花壇の除草作業を行い、デザイ

ン性も重視される美術館にふさわしい状態を
常に維持すべきである。

４８ パソコン等の電子機器の定期的な更新 平成３０年の夏の企画展から、当該パソコンにより実施し
（８３頁） ていた集計業務を、行政事務用パソコンの表計算ソフトによ

入場券の発券等を行うため平成１３年に取 り行うこととした。
得したパソコンが、現在も入場者の集計のた
めに利用されていた。同パソコンで入場券の
発券は行っていないが、取得から１５年以上
が経過したパソコンは、いつ不具合が発生し
てデータが読み込めなくなっても不思議では
ない。
パソコン等の電子機器で長年月経過したも

のは新しいものに更新すべきである。
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４９ 収蔵品の管理 収蔵品を長期的、永続的に管理することを踏まえ、平成
（８７頁） ３０年１２月までに、収蔵品１点（関連する作品群は１点と

施設開館前に一括で取得した３６点の彫刻 捉える。）につき１つの管理番号に変更登録する。
やアトリエ一式として彫刻だけでなく作家の
資料が含まれる１５７点が、それぞれ１つの
管理番号を付して管理されている。
今後の長期永続的な管理を考えれば、収蔵

品１点につき１つずつの管理番号を付すべき
である。

５０ 収蔵品の収蔵 収蔵庫のラックや棚に、英数字で場所を示すマグネットラ
（８８頁） ベルを平成２９年度中に貼付した。作品目録や年報に、作品

収蔵庫内における作品の定位置はおおむね 毎に呼応する収蔵場所を記載した。
定められており、一部の作品については、ポ
ケット付きのマグネットに作品名を記載した
紙を入れたものをフックに貼り付けて管理し
ているが、そのような取扱いをしていない作
品も多い。
将来に備え、作品の定位置を設け、収蔵庫

内のラックにラベルを取り付けるなどの措置
を講じることを検討すべきである。

５１ 地域住民との連携協力による運営の検討 地域住民との連携協力については、美術館が実施するイベ
（８９頁） ント等をサポートするボランティア「たてび☆サポーター」

東毛地域の美術教育の普及活動として、管 制度の推進、公民館が行う生涯学習事業等での館利用時の作
内市町の小中学校等との連携により一定の成 品解説の実施等、地域に密着し、住民に身近な美術館となる
果を上げていると評価できるが、東毛地域の よう努めており、こうした事業の一層の強化を図っていくこ
児童、生徒以外の住民との連携協力は同様の ととした。
成果が得られる事業の実施まで至っていな
い。
東毛地域の住民との連携、協力による事業

の一層の拡充について取り組むことなどが課
題である。

５２ 館林美術館の積極的な広告宣伝活動 平成３１年度中に、企画展の開催内容や記念事業等を勘案
（９１頁） のうえ、効果的な広告方法を検討し、工夫を凝らした効果的

ホームページ上での情報発信や管内行政機 なＰＲ活動を実施する。
関等へのチラシの配布だけでは宣伝効果も限
定的である。
美術館等の施設においては、一定の広告宣

伝費を確保し、入館者数を増やし観覧料収入
を増やすという方向からの歳入確保の方策も
検討する必要がある。

５３ 講堂、研修室の外部団体による利用促進 平成３０年度に、企画展の広報依頼先や、関係団体、自治
（９１頁） 会組織及び関係する個人等に対して、当館の講堂、研修室の

講堂及び研修室は県の関係機関による利用 利用が可能である旨を周知し、利用者の拡大を図ることとし
が多く、外部団体による利用が極めて少ない た。
ため、使用料収入の確保につながっていな
い。
講堂及び研修室を外部団体が利用できるこ

とが十分に周知されていないと考えられるた
め、積極的な情報発信を検討すべきである。

５４ 館林美術館の移管、譲渡等に関する館林 平成２１年度に設置された「館林美術館運営懇談会」にお
市との協議の実施 いて、美術館のあり方についての協議を行い、当面、県直営

（９２頁） で行うという方向性が示された。県立美術館のあり方や方向
館林美術館の維持、管理費用については、 性等については、大きな課題でもあり、状況等を踏まえなが

県財政にとって多大な負担となっているが、 ら必要があれば検討する。
所在地である館林市の財政規模で維持、管理 館林市とは、美術館の建物前の芝生広場や駐車場の日常の
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を全て賄うことは困難であるようにもみえ 管理をはじめ、地域に根ざした美術館として、美術関係の講
る。しかし、今後も引き続き同市との協議を 座などを連携して実施しており、こうした協力関係を深めて
通じ、管理、運営上の問題点などについて共 いく。
有し、同美術館のあり方について議論を交わ
すことは有意義である。

５５ 入場券の前売りの検討 「前売り販売」は、利用者の利便性を図る上で有効な手段
（９４頁） の一つである。導入する場合の費用対効果等を踏まえ、検討

企画展の開催前に入場券の前売り販売を行 していく。
うことにより、企画展について一定の宣伝効
果が見込まれると判断される場合には、前売
り販売の導入を検討すべきであると考えられ
るため、入場券の前売り販売による宣伝効果
の検証を行うことが必要である。

監査対象 群馬県立歴史博物館

監査結果＜指摘事項＞ 改善措置

１０ 備品のシールの貼付 平成３０年度から物品の棚卸しを実施し、備品管理台帳及
（１０５頁） び物品出納計算表へ登録すべき物品を整理する。誤った備品

平成１１年に備品管理システムが構築さ シールが貼付されている物品を認知したときには、正確な備
れ、新たに番号が振られているが、多くの備 品登録状況を確認し、正確な備品番号のシールを貼り直す。
品に旧番号のシールが貼付されている。
旧番号のシールしか貼付されていないもの

については、備品管理台帳に対応した新番号
のシールを貼付すべきである。

１１ 収蔵品実査の未実施 現物実査の実施に向けて、平成３０年度から、館内全ての
（１０９頁） 物品の棚卸しを計画的に実施し、備品管理台帳及び物品出納

収蔵品管理システムに登録されている収蔵 計算表へ登録すべき物品を整理し、登録する。
品と現物との照合が行われていないため、収 また、上記の棚卸しと台帳の整理・登録作業と併せて、財
蔵品の盗難、横領等があった場合も長期にわ 務規則に沿った現物実査の実施方法を検討する。
たり気付かないおそれがある。
収蔵品の実在性を確かめるため、収蔵品管

理システムに登録されている収蔵品と現物と
の照合を定期的に実施すべきである。収蔵庫
の棚卸をローテーションで行うことも次善の
策として考えられるが、その場合、財務規則
の整備も課題となる。

意見 改善措置

５６ 危機管理のための訓練 平成３０年度以降、実地訓練を行う際には、今まで実地訓
（９７頁） 練としては実施していなかった項目についても、想定した訓

危機管理マニュアルを作成したが、手順が 練を実施することとし、その中で不都合な点を発見したら、
決められただけで訓練がなされていない項目 検証結果をマニュアルに反映させることとした。
があった。
実地訓練を行って、現状の事務体制で危機

事態に十分な対応ができるのか検証し、不都
合な点を発見したらフィードバックしてマニ
ュアルに反映させたり、事務体制の見直しを
行うことが必要である。

５７ 現金及び金庫の鍵の管理 平成３０年度から、現金実査の実施結果の記録書類及び金
（１００頁） 庫の鍵の管理簿を作成し、記録することとした。

書類が残されておらず、現金を毎日数えて
いるのか確認できないため、現金実査記録を
書類で残し、当該現金実査記録に実査担当者
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及び実査担当者とは別の確認者の印等を残す
べきである。また、金庫の鍵の管理簿がない
ため、今後は誰が金庫を利用したのか分かる
ように金庫の鍵の管理簿を作成すべきであ
る。

５８ 随意契約によることができる場合 契約事務については、平成３０年度から、財務規則に則っ
（１０１頁） た事務手続きを行い、やむを得ず随意契約を行う場合には、

どのような理由で随意契約の要件を満た 客観性と説得力のある理由・根拠をしっかりと明示すること
し、見積合せが不要となる要件を満たすの とした。
か、抽象的にしか記載されておらず説得力が
ない契約があった。
随意契約とする理由や見積合せをしない理

由は具体的かつ客観的に記載される必要があ
る。また、見積合せなしの随意契約としてし
まう背景には「前も工事をした業者に頼めば
問題が起きにくい」という考え方があるよう
に見受けられ、この点の改善も求められる。

５９ プロポーザル方式を採用する場合の募集 適正な募集期間の設定ができるよう、平成３０年度から、
期間設定 事業のスケジュール管理を行うとともに、事業の事前協議の

（１０２頁） 際に、募集期間の設定についても確認することとした。
プロポーザル方式が採用された３件中２件

で１者のみの応募であったが、原因の一つ
は、募集開始の遅さと書類提出期間の短さで
あると考えられる。
審査会等の日程から逆算して早期の募集が

できるよう、運用を改善すべきである。ま
た、募集開始の告知方法についても制作業務
をしている複数の業者等に直接呼びかけるな
ど、改善の余地がある。

６０ 施設所有（管理）者賠償責任保険の締結 平成３０年度から、火災や地震の危険性を考慮し、保険加
（１０３頁） 入範囲の洗い出しや見積書の徴取等、損害保険加入の必要性

収蔵品には一切損害保険はかけていない について検討を進める。
が、県民の財産を預かっており、かつ、火災
や地震のリスクは看過できないことから、重
要品に限ってでも損害保険等の保険契約を締
結する必要はないのか、少なくとも検討の必
要がある。

６１ 現物実査の記録保管 平成３０年度から現物確認を行った際は、結果報告書を作
（１０４頁） 成し、供覧の後に保管することとした。

現物実査報告書の作成が財務規則上義務付
けられているものではないが、現物実査その
ものは義務付けられているため、いつ、誰
が、どのように現物実査を行ったのかを確認
できる記録について最低限作成し、保管すべ
きである。

６２ 備品管理台帳の保管場所 平成３０年から物品の棚卸しを実施し、保管場所が入力さ
（１０５頁） れていない物品については、保管場所を登録していく。

備品管理台帳に保管場所が入力されていな
いものが相当数見受けられた。
今後の備品の移動や管理者の人事異動など

も考慮すると、早急に保管場所を入力するこ
とが必要である。

６３ 収蔵品に係る情報の登録 貸出履歴等を収蔵品管理システムに登録するため、平成３
（１０７頁） １年３月までに既存システムに新たな項目を設定する。
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収蔵品管理システムに収蔵品の貸出履歴等
を登録しておらず、当該情報は紙ベースで管
理しているが、業務上非効率であり、また、
システムに登録した方が情報共有も行いやす
い。
今後は、収蔵品の貸出履歴等も収蔵品管理

システムに登録することが望まれる。

６４ 収蔵品のマスター登録 収蔵品のシステムへの登録について、平成３０年度から、
（１０７頁） 担当者が書面で決裁を受けた上で、学芸係長又は上記担当者

収蔵品の登録は入力者一人で完結している 以外の担当者がシステムへ登録し、登録内容を供覧後書面で
が、マスター登録を一人で行うと誤りが生じ 保管することとした。
る可能性が高くなる。
収蔵品管理システムへの登録は、入力者と

は別の担当者が入力内容の正確性を確認した
証跡を紙に残す、あるいは、システム上、入
力者とは別の担当者が承認しないと登録でき
ない機能を追加するなどの対応をすべきであ
る。

６５ 収蔵品データの削除 収蔵品データの削除については、平成３０年度から、担当
（１０８頁） 者が書面で決裁を受けた上で、収蔵品管理システム及び台帳

現状、収蔵品データを勝手に削除し、当該 における収蔵品データの削除を学芸係長又は上記担当者以外
収蔵品を処分売却するなどの不正行為も起こ の担当者が実施し、削除内容を供覧後、書面で保管する。
りうることから、今後は、収蔵品データの削 また、収蔵品管理システムの削除履歴のモニタリングは、
除には、担当者とは別の職員によるチェック 学芸係長又はシステム担当者が４半期ごとに実施することと
や上席者の承認を必要とするなどの内部牽制 した。
の仕組みを整備するとともに、定期的に収蔵
品管理システムの削除をモニタリングするこ
とが望まれる。

６６ 収蔵品の公開 平成２９年度のグランドオープン後には、定期更新可能な
（１０８頁） テーマ展示室を導入するとともに、年１回の「特別収蔵品

収蔵品の有効活用という観点から、一度も 展」を開催しており、引き続き多くの収蔵品の公開を実施し
公開されていないもので公開に適するもの ている。
は、公開を検討するのが望ましい。また、研 また、収蔵品の収集については、「群馬県立歴史博物館資
究資料としての価値が低い収蔵品の死蔵を防 料管理要綱」に定められた方針により、必要な資料の収集及
止するために、収集方針の明確化はもとよ び管理を実施していく。
り、収蔵スペースを生み出すための工夫が望
まれる。

６７ 収蔵庫の整理整頓 収蔵庫の整理については、既存の棚内に収納できない大型
（１０９頁） 資料等を除き、荷解き及び棚への収納を平成３１年３月末ま

棚におさまらない収蔵品、段ボールに保管 でに完了させる。
されたままの荷解きがなされていないものが
散見された。
収蔵品の劣化を防ぐためにも、収蔵庫の整

理を外注するなどして一刻も早く整理整頓
し、収蔵品の保管を適切な状態にすべきであ
る。

監査対象 群馬県立自然史博物館

監査結果＜指摘事項＞ 改善措置

１２ 備品の現物実査 現物実査の実施に向けて、平成３０年度から、館内全ての
（１１７頁） 物品の棚卸しを計画的に実施し、備品管理台帳及び物品出納

平成２８年８月に過去５年に購入した備品 計算表へ登録すべき物品を整理し、登録する。
の現物実査を実施したが、過去５年よりも前 また、上記の棚卸しと台帳の整理・登録作業と併せて、財
に購入した備品の実査はされていない。 務規則に沿った現物実査の実施方法を検討する。
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備品数はかなり多いが、一度全ての備品を
現物実査し、現物の有無を確認すべきであ
る。数年計画で実施するなどの対応も考えら
れるが、それを許容するための財務規則の整
備も課題となる。

１３ 棚卸の実施 現物実査や日常点検、展示替えでの資料の移動等の際に、
（１２２頁） 現物の状態の確認を行い、平成３０年度からは破損や修復が

１７万件もの収蔵品があるため、収蔵品の 必要な状態のものについて記録し、館内において情報共有を
棚卸が実施されていない。 行うこととした。
財務規則の遵守だけでなく、県有資産であ

る収蔵品の保全という観点からも、毎年全収
蔵品を対象とした現物実査は必要であり、ま
た、そのものの状態も記録し、修復が必要な
ものは適時に修復することが望ましい。全件
実施が困難であるならば、年度ごとに対象範
囲を変えてローテーション方式で実施する等
の工夫が考えられるが、それを許容するため
の規則整備も課題となる。

意見 改善措置

６８ 新しい備品シール 平成３０年度から、物品の棚卸しを実施し、備品管理台帳
（１１８頁） 及び物品出納計算表へ登録すべき物品を整理する。誤った備

かなりの件数の備品が旧シールのままとな 品シールが貼付されている物品を認知した際には、正確な備
っており、現在の備品台帳の番号と照合でき 品登録状況を確認し、正確な備品番号のシールを貼り直す。
ず、現物実査にかなりの時間を要する。
備品の適切な管理のためには、新シールに

全て貼りかえるべきである。

６９ 備品のシール 収蔵資料については、シール貼付がなじまないものは台帳
（１１８頁） に保管場所、規格等を詳細に記載する等の措置を講じるよう

適切な備品管理のためには、管理対象とな 具体的な方法を平成３０年度中に検討する。
る備品にはシールを貼付するか、所在場所や
物の状態の記載を充実させて備品管理台帳と
現物の対応を示すなどの代替措置をとること
が望まれる。

７０ 備品の持ち出し 平成３０年４月から備品の持ち出し管理簿を設け、「貸出
（１１８頁） 日、貸出先、返却日」を明記し、管理を徹底した。

出前授業で備品である天体望遠鏡を持ち出
すことがあるが、持ち出し管理簿等は特に設
けていない。
天体望遠鏡は高額な備品であるため、紛失

や盗難を事前に防ぐ観点から、備品の持ち出
し管理簿を設け、適切な管理をすべきであ
る。

７１ 定期的なパスワードの変更 平成３０年３月にセキュリティアップのためのパスワード
（１２０頁） の変更を実施した。定期的なパスワードの変更をし、セキュ

収蔵品システムにログインする際は、パス リティを高める。
ワードを入力するなど、物理的なアクセス制
限はできているが、ログイン制限を強化する
必要があるため、定期的にパスワードを変更
するなどしてシステムのセキュリティを高め
るべきである。

７２ 収蔵庫の入退出管理 平成３０年４月から「担当者（内部者）」の欄を設けた収
（１２１頁） 蔵庫内管理簿で管理し、職員の入退室の記入と入退室時間の
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収蔵庫への入退出は、外部者のみ入退出管 記入漏れがないように徹底した。
理簿を付けており、内部者の記録はないた
め、外部者の入退出に際する、内部者の付添
いの状況は不明となっている。
内部者の入退出の記録は事務室内の鍵管理

簿となっているが、責任の所在を明らかにす
るため、内部者においても必ず入退出記録を
付ける必要がある。

７３ 貸出許可と資料返却確認書の照合 平成３０年３月から貸出許可書と資料返却確認書を照らし
（１２１頁） 合わせて、担当者以外の者（学芸係長）が確認するようにし

貸出許可書と資料返却確認書の数量が合致 てチェック体制を強化した。
しないものがあった。事後承認で貸し出した
ものや単なる返却数量の書き間違いである
が、貸出を行う際は、必ず貸出申請書類にそ
の資料名を記載することを徹底するととも
に、担当者以外の者が確認する必要がある。

監査対象 群馬県立土屋文明記念文学館

監査結果＜指摘事項＞ 改善措置

１４ 備品管理台帳と備品シールの不備 備品管理台帳に記載されているものについては、平成２９
（１３２頁） 年度中に、備品シールの貼付漏れを改めて確認するととも

消耗品での購入は困難と想定される物品に に、保管場所の記載整理を行った。備品管理台帳に記載され
備品シールが貼っておらず、かつ、備品管理 ているが、現物を確認できないものが一部あるため、平成
台帳にも記載がないものが散見された。 ３０年８月までに書類等を再確認し、台帳の整理を行う。台
直接シールを貼付できないカメラの備品シ 帳に未記載で備品と思われるものについては、平成３０年度

ールを、保管場所である棚に貼付してあった から確認精査を行い、書類等を再確認し、備品の可否を判断
が、従前の保管場所であった棚に貼付されて し、必要なものは登録を行う。
いた。
備品管理台帳と備品シールの記載・貼付漏

れ、保管場所の変更の未反映等の不備を早急
に解消すべきである。

１５ 収蔵品の実査 現物実査の実施に向けて、平成３０年度から、館内全ての
（１３７頁） 物品の棚卸しを計画的に実施し、備品管理台帳及び物品出納

収蔵品管理システムに登録されている収蔵 計算表へ登録すべき物品を整理し、登録する。
品と現物との照合が一部しか行われていな また、上記の棚卸しと台帳の整理・登録作業と併せて、財
い。 務規則に沿った現物実査の実施方法を検討する。
一年で全てを実査するのが難しければ、数

年計画で実施するなどの対応が考えられる
が、それを許容するための財務規則の整備も
課題となる。また、実査の実施記録として、
現物実査報告書を作成保管すべきである。

意見 改善措置

７４ アンケートの回収方法 平成３０年１月から、アンケートの回収率を上げるために
（１２７頁） 受付時に観覧者全員にアンケート用紙を配付することとし

アンケートは企画展を開催するごとに実施 た。平成３０年４月からは、アンケート回答者へオリジナル
し、企画展ごとに集計、分析しているが、平 しおりを交付している。
成２８年度のアンケート回収率は８．０％に
とどまる。
回収率をより高く確保するため、受付時に

チラシ・入場券とセットで交付する等、回収
率を上げる方策を工夫する必要がある。

７５ 他館との連携割引サービスの根拠となる 平成３０年３月３０日付けで観覧料減免要綱を策定し、明
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規程の整備 文化した。
（１２８頁）

日本絹の里との連携割引サービスとして、
来館者に対し、相互に２割引の割引チケット
を交付している。根拠規定は条例と考えられ
るが、このほかに要綱等の内規は作成されて
いない。
利用料金が条例で明記され、割引があくま

で知事の定める例外措置であることに鑑みる
と、内規等、根拠となる規程を整備すること
が望ましい。

７６ 文学資料の撮影料 平成３０年１月から、減免する場合は、減免申請書の提出
（１２９頁） を求めた上で、手続きを行うこととした。

文学資料の撮影料は、条例により館長が特
別の理由があると認めるときは減免できるこ
とになっており、撮影料を減免にした例があ
るが、書面で減免の事実が残されていない。
今後は必ず書面に残すよう改めるべきであ

る。

７７ 工事請負費と修繕料の区別 平成３０年１月に設備台帳を作成した。また、工事請負費
（１３０頁） と修繕費の区分が明確でない場合は、会計局等に確認し、科

平成２８年度に行われた工事は、全て修繕 目決定した理由を起案に記載することとした。
料として処理されているが、工事請負費とし
て設備台帳に登録すべきと思われる。
会計の取扱いでは、県の公有財産登録シス

テムに登録する必要がないケースなので、館
独自の設備台帳を作成して取得から廃棄まで
の修繕等の履歴を把握しておく必要がある。
また、工事請負費と修繕料の区別がつきにく
い案件については、科目を決定した理由を明
記しておく必要がある。

７８ 収蔵品に対して損害保険をかけた場合の 平成３０年度から、火災や地震の危険性を考慮し、保険加
保険料の見積り 入範囲の洗い出しや見積書の徴取等、損害保険加入の必要性

（１３１頁） について検討を進める。
館所有の収蔵品に関して動産保険に加入し

ていない。過去に見積りをとった形跡はな
く、かかる費用を具体的に想定しないまま感
覚的に高そうであるという判断は妥当でない
可能性もある。
複数のパターンで見積りをとって、まずは

リスクヘッジのコストを把握しておくべきで
ある。

７９ 現物実査報告書の作成 平成３０年度から現物確認を行った際は、結果報告書を作
（１３１頁） 成し、供覧の後に保管することとした。

現物実査は財務規則どおり行われていた
が、現物実査報告書は作成しておらず、現物
実査を行ったことが形として残っていない。
その確認資料として、いつ、誰が、どのよ

うに現物実査を行ったかを確認できる記録に
ついては最低限作成し、保管すべきである。

８０ ロビーのピアノの契約関係等 改めて調査確認したところ、ピアノは寄贈を受けていたこ
（１３３頁） とが判明したため、平成２９年９月に県の備品として登録し

ロビーに置かれているピアノは第三者から た。
借り受けているものであり県の備品でない。
無償で借りているとのことであるが、契約書
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等はなく、契約内容は不明で、台帳による管
理もなく、管理体制が不十分である。
契約内容を確認し、あるいは取得を検討す

るなど、適切に管理することが望ましい。

８１ 収蔵品管理システムのアクセスコントロ 収蔵品管理システムへのログインパスワードだけでなく、
ール及び事後検証 端末自体にもログインパスワードを設定し、それぞれのパス

（１３５頁） ワードを定期的に変更し、セキュリティ対策を図る。
学芸係職員は、全員が収蔵品管理システム 平成３０年１０月の新システム移行に際しては、ログイン

を操作できる状態であるので、収蔵品の適切 ＩＤごとのアクセス権限レベルをよく検討し、適切なセキュ
な管理という観点から、システムへのログイ リティ対策を講じる。また、データ削除権限については副館
ンパスワードの定期的な変更等を行うことに 長・教育普及係長・学芸係長に限定する。
より、特定の職員しか扱えないようにするべ
きである。また、資料データの削除履歴をモ
ニタリングし、削除行為の有無を検証する方
法を講ずるべきである。
クラウド型新システムへの移行後は、アク

セス権限のレベルを職員によって変え、特に
データ削除の権限は係長以上の職員のみがも
つなどの措置を講ずるべきである。

８２ 収蔵品のマスター登録 新システム移行に当たり、追加機能をつけることが予算上
（１３６頁） 困難であるため、平成３０年度から、登録簿を作成する際、

収蔵品の登録は、入力者とは別の担当者が 複数で確認を行ったことを書面で残すこととした。
入力内容の正確性を確かめているが、その証
跡等が残されていない。
必ずデータ一点ずつの登録担当者がわかる

形で記録を残すべきである。また、新システ
ム導入の際には、システムに入力者と別の担
当者が承認しないと登録できない機能や、登
録者名、確認者名がデータとして残る機能を
追加するべきである。

８３ 収蔵品が保管されている部屋の鍵の管理 書庫・収蔵庫の鍵の管理者を副館長・学芸係長・他１名に
（１３７頁） 限定する。平成３０年５月から鍵の掛かる引き出しで管理

収蔵品は書庫及び収蔵庫に保管されてお し、使用簿に使用日時・使用者氏名・使用目的を記入して許
り、いずれも施錠されるようになっている 可を得て使用することとした。
が、鍵は誰でも扱える状態であるため、収蔵
品に係る不正を防ぐためにも、今後は書庫及
び収蔵庫の鍵は特定の管理者を設け、また、
鍵も金庫等に保管すべきである。

８４ 預け品の管理 平成２９年１２月から外部委託業者に収蔵品を預ける際に
（１３７頁） は、必ず当該業者の署名捺印のある「預り証」を徴すること

収蔵品の修復のために、外部委託業者に収 とした。
蔵品を一時的に引き渡すことがあるが、外部
委託業者から預り証等は徴していない。
収蔵品に関する所在や責任等を明確にする

ため、外部委託業者から当該業者の署名・押
印のある預り証を徴すべきである。

８５ 収蔵品の公開 未公開資料については、年４回の企画展のうち１回は館の
（１３７頁） コレクション展を開催し、展示機会を作っている。コレクシ

年４回の企画展のほか、県内の図書館や資 ョン展以外の企画展や特別展示等で収蔵品を積極的に公開す
料館等での移動展、特別展示室を使用した収 る機会を設ける。
蔵資料展など、常々収蔵資料公開の機会を増
やすことに努めているが、収蔵庫に保管され
たままになっている展示に適した未公開資料
については、展示公開の機会を作るようにこ
れまで以上に努力をすべきである。
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監査対象 群馬県民会館

監査結果＜指摘事項＞ 改善措置

１６ 仮予約の取扱い 取扱要領を遵守し、平成２９年度から、３０日以内に利用
（１４９頁） 料が支払われない場合は電話やメールで催促し、手続きがさ

仮予約が長期化している申請が複数あるた れない場合は仮予約を取り消す対応に改めた。
め、今後は、「群馬県民会館貸館に関する取
扱要領」に準拠し、仮予約期間は最大３０日
間以内とする取扱いを行うべきである。

１７ 指定管理者が購入した備品の所有権 平成３０年度から、備品購入にあたっては事前に協議を行
（１５９頁） うよう改善を図り、その際に購入後の所有権の帰属先につい

基本協定書では、指定管理者が購入した備 ても調整を行うこととした。
品については県と協議すると定められている
が、県との協議なく、指定管理者の台帳に記
載されている物品があった。
協定書に沿って、物品を購入した場合はそ

の所有権について、県と協議するとともに、
その協議過程を作成保存すべきである。

１８ 固定資産実査の未実施 平成３０年１～３月に備品等の現物実査を実施した。平成
（１６０頁） ３０年度からは、年１回の点検を実施する。

規程では、毎年１回以上、固定資産台帳と また、使用不能による廃棄等の取扱いについて県と指定管
現物を照合することになっているが、現物実 理者で調整を行っている。
査は毎年実施とはなっていない。
固定資産の実在性を確かめるために、毎年

現物実査を行うべきである。また、現物実査
報告書に使用不能との記載が散見されたが、
使用不能であるものは早期に処分すべきであ
る。

１９ 備品の管理方法 指定管理者と調整しながら、平成３０年度から備品シール
（１６０頁） の貼付作業を進める。

備品の管理方法として、各備品にシールを
貼付しているが、ピアノなどの備品について
シールが貼られていなかった。
今後は、シールの貼付になじむものについ

てはシール貼付を徹底し、なじまないものに
ついては例外規定を明確化してルールと運用
を一致させるべきである。

２０ 契約社員の労働時間管理 指定管理者において労働基準法等に沿った雇用、適切な労
（１６２頁） 働条件が確保されるよう、契約職員の変形労働勤務制につい

契約社員については、１か月単位の変形労 ては、労働基準監督署に確認し、平成３０年度から要件を満
働時間制を採用しているが、利用状況によ たす勤務の割り振りに改めた。また、やむを得ない場合に
り、指定された労働日ごとの労働時間が数日 は、契約職員も時間外勤務をできるように規則を改正した。
前に変更されており、変形労働時間制の要件
を満たしていない。そのため、１日につき８
時間を超える勤務をさせた上、それに対する
割増賃金等の支払を行わないという現状の取
扱いは、労働基準法に反し違法である。
このような労働時間管理の方法は、早急に

改めるべきである。

意見 改善措置

８６ アンケートの書式 平成３０年度から顧客満足度調査実施要領を改正し、主催
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（１４６頁） 事業を対象としたアンケートに統一した。
自主事業等の参加者を対象にしたアンケー

トについて、要領で定めた様式を使用してお
らず、実際には、来館者を対象としたアンケ
ートの書式を転用するほか、各事業に応じた
独自の書式を利用している。
効率的なアンケートの収集、集計のため、

来館者を対象としたアンケートの書式に統一
し、又は自主事業の内容に即したアンケート
を都度作成することができるようにするな
ど、要領の書式規定を見直す必要がある。

８７ 予約受付マニュアルの変更 平成３０年度に実際の手続きに合致するよう予約受付マニ
（１４９頁） ュアルを改正した。

予約の受付について、予約受付マニュアル
に記載されているが行われていない手続があ
った。
今後、実際の手続に合致するよう予約受付

マニュアルを変更すべきである。

８８ 附属設備及び備品の利用申請 運営規則及び要領の規程が実情に即した内容となるよう、
（１４９頁） 検討を進めている。

現在の規定では、附属設備及び備品の利用
申請や変更は、原則として予定日の３日前ま
でに申請しなければならないが、当日になら
なければ必要性の判断がつかないものもある
ため、実際には例外規定により、利用当日に
行われている。
原則と例外が入れ替わっているため、実情

に合わせ、附属設備及び備品の利用申請及び
変更は、利用当日まで認めることができるよ
う、規則及び要領の規定内容を変更すべきで
ある。

８９ 附属設備の利用料金徴収のマニュアル化 附属設備の利用料金の徴収時期は、貸出し可能な附属設備
（１５１頁） に限りがあり、申込時点で確定させる必要のある会議室、リ

附属設備の利用料金の徴収については、マ ハーサル室のみ前納制としている。
ニュアルで、利用前なのか利用後なのか統一
されていないので、附属設備の利用料金の徴
収時期に関する記載を統一すべきである。

９０ 現金の管理 平成３０年度に手元現金の上限額等取扱いについて内規を
（１５１頁） 整備したほか、現金と出納簿の照合の徹底も図った。

高額な手元現金を保有している日が複数み
られた。
現金は盗難・横領などのリスクが高い資産

であるため、上限額を定めるべきである。

９１ 物品販売の記録の確認 平成３０年度から物販に係る書類の提示を求めるなど、正
（１５２頁） 確な売上金額の把握に努めることとした。

協賛事業において、施設利用者が物品を販
売する場合には、売上金額の１０％を販売手
数料として徴しているが、販売者の申告額を
信頼し、販売手数料を受領しており、過少申
告された場合には本来得られるべき手数料収
入が得られない。
販売者の申告額について、販売者から当日

の物品販売に関する記録を閲覧する等して、
その妥当性を確かめることが望まれる。
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９２ 群馬県民会館管理運営業務仕様書に基づ 仕様書に示されている修繕に関する協定とは、基本協定を
く修繕に関する協定の締結 指しており、基本協定で明文化された範囲で事務処理を行っ

（１５５頁） ている。
仕様書において、修繕に関して県と指定管

理者の間で協定を締結することが明記されて
いることから、仕様書に基づいた事務処理を
行うべきである。

９３ 県が費用負担を行う３０万円未満の修繕 修繕の役割分担については、基本協定書、仕様書で明確に
工事の明確化 区分され、３０万円未満の修繕については指定管理者による

（１５６頁） 負担としており、特定の修繕について原則県負担とする考え
施設の配水管の老朽化に伴い不可避的に発 はない。疑義案件が発生した場合には個々の状況に応じ判断

生すると見込まれる修繕工事に関して、県の ・協議する。
責任と負担において実施することが相当であ
ると考えているならば、これらの修繕に関し
て金額の大小に関わらず、原則県の費用負担
とすることも検討すべきである。また、３０
万円未満の修繕工事のうち、県が費用負担を
行うケースがどのような場合なのかを明文化
しておくことが望ましい。

９４ 修繕工事における請負業者の固定化 保守点検業務の発注の際に、修繕工事の請負や迅速な対応
（１５６頁） についてを仕様書に盛り込むなど、平成３０年度から、契約

修繕工事に関しては、保守点検業者が保守 ・発注方法を検討する。
点検等を行っている施設設備の修繕工事を随
意契約により受注しているケースが多い。
保守点検業者が保守点検業務の受託期間中

に点検している施設設備の修繕工事を受注す
ることが想定されているならば、指名競争入
札の時点で、保守点検箇所の修繕工事まで担
当すること及び修繕工事については迅速に対
応することなどを明示した上で受託業者を選
定することも検討すべきである。

９５ 群馬県ビルメンテナンス協同組合の保守 再委託契約について確認したところ、組合員に適正に分配
点検契約の検証作業の実施 された金額の範囲内で再委託され、かつ業務内容に見合った

（１５８頁） 金額で業務が遂行されており、大幅に減額をした金額で組合
組合では、組合員の業務の実施状況を把握 員以外の事業者に再委託されていることはなかった。

しているものの、組合員と組合員以外の事業 平成３０年度から、再委託契約の内容を把握するととも
者間の再委託契約については具体的な契約内 に、契約金額についても把握することとした。
容を把握していない。
組合員が組合から受託をした契約金額より

も大幅に減額をした金額で組合員以外の事業
者に再委託をしているケースの存否について
確認作業を行い、その再委託をする際の契約
金額についても把握することが必要である。

９６ 貸出備品の管理 平成３０年度から、利用承認の関係書類に貸出備品の確認
（１６１頁） 状況を付記するよう事務を改めた。

貸出備品については、毎回、公演終了後に
指定管理者側で数量を数えるとともに、状態
をチェックしているが、その実施結果が書類
に残されていないため、その実施を確認でき
ない。
貸出備品の管理体制に係る運用状況を疎明

できるように、貸出備品の管理簿を残すべき
である。

９７ 年次有給休暇の取得の申請のあり方 指定管理者が定める契約職員就業規則を平成３０年度に改
（１６２頁） 正し、契約職員は貸し館が早く終了した場合、職務専念義務
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施設利用者の都合により、契約社員の実労 免除で退館できることとした。
働時間があらかじめ定めた労働時間に達して
いなかった場合には、事後的に労働者から年
次有給休暇の申請をさせることにより所定労
働時間分の満額の賃金が支払われている。使
用者の責めに帰すべき事由により、契約社員
が休業を余儀なくされた場合には、その日の
平均賃金の６割に相当する金額を支払う義務
があると考えられる。しかし、現状では、そ
の日の平均賃金の６割に相当する金額の支払
いがなされているかの確認は行われていな
い。
所定労働時間と実労働時間との差を１か月

単位で集計し、実労働時間が所定労働時間に
達しなかった場合に、当然に労働者から年次
有給休暇の申請を事後的にさせる現状を改め
るべきである。

９８ 実労働時間の管理 労働時間の管理・把握は、重要な事項であるため、タイム
（１６４頁） カードの導入も含めて、その管理・把握手法を検討する。

契約社員の実労働時間の管理について、労
働者の手書きによる申告によってしか行われ
ていない。
タイムカードの導入を検討するなどして、

契約社員の実労働時間の管理・把握を徹底す
べきである。

９９ 年次有給休暇の取得について 年次有給休暇の取得率向上に向け、勤務形態、シフトに見
（１６４頁） 直し等の検討を進めている。

平成２８年度における平均有休取得率
（全労働者合計）は15.94％にとどまってお
り、年間を通して１日も有給休暇を取得して
いない者もいた。特に、代替要員のいない舞
台業務担当職員の有休取得率は、2.50％と極
めて低い。働き方やシフトを見直して、年次
有給休暇を取得しやすい環境を整備すべきで
ある。

１００ 現金出納日計表の不適切な訂正手段 平成２９年度中に適切な現金管理が行われるよう、日々の
（１７１頁） 残高や出納状況の確認、現金との照合の徹底を図ったほか、

現金出納日計表の当日現金残高等の金額が 訂正等の事務処理の方法についても改善を図った。
遡って８日分を手書きで訂正されていた。前
日の現金出納日計表の当日残高と翌日の同表
の前日残高の連続性が失われたにもかかわら
ず５人の検印者が１週間以上気付かず、ま
た、訂正印、訂正日の記入なく訂正がされて
いた。
検印者それぞれが現金出納日計表の残高の

連続性に留意し、訂正する際は訂正者が訂正
日を記入し、訂正印を押すよう日常の取扱い
を改める必要がある。

監査対象 自然史博物館附帯ホール（富岡市かぶら文化ホール）

監査結果＜指摘事項＞ 改善措置

２１ 自主事業と指定管理事業の区分 平成３０年度の収支報告から指定管理事業と自主事業の支
（１７９頁） 出経費について、適正に按分計算・管理する。

自主事業と指定管理事業の人件費が客観的
数値に基づく按分計算がされていないこと、
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また、自主事業であっても必ず発生する事務
費、維持管理費を費用免除とし、自主事業と
しての支出はない運用となっていることか
ら、自主事業に伴う消耗品費等の実費額が不
明である。
経費支出について適正な按分計算を行い、

自主事業と指定管理事業の区分を明確にすべ
きである。

２２ 利用申込み方法の規程について 平成３０年度中に指定管理者と取り扱いについて協議を実
（１８２頁） 施するほか、次期指定管理者選定時における仕様書への記載

仕様書では、ぐんま電子申請等受付システ について検討を進める。
ムを使用すると定められているが、実際に
は、かぶら文化ホールは当該システムに対応
していない。仕様書に記載してある以上対応
すべきであり、対応が困難であるならば、現
状を考慮し、仕様書に記載すべきではない。

２３ 申請書類の不備について 平成２９年度から、群馬県暴力団排除条例に基づく確認を
（１８３頁） 含めて申請書受付時の記入漏れ、チェック漏れを防ぐため、

利用申請にかかる施設利用申請書や確認書 複数人によるチェックを導入した。
等の取得に不備が散見された。確認書につい
ては、特に規定はされていないが、利用に際
しての注意事項である確認書を入手しなけれ
ば、利用の決まりを利用者が認識していたか
否か不明であり、後でトラブルになる恐れが
ある。また、群馬県暴力団排除条例に基づ
き、暴力団に該当しない旨の確認は必ず実施
する必要があることから、申請書類受領時の
チェック項目として、不備を見逃さないこと
が必要である。

２４ 利用変更・取消し申請書の承認について 平成２９年度中に承認印の押印や時間変更の周知など、適
（１８５頁） 切な事務を徹底するよう改善を図った。

使用時間の変更に関する「富岡市かぶら文
化ホール利用変更・取消し申請書」を承認印
欄に押印もないまま受け取っている事例があ
ったため、担当者が押印し、時間の変更を周
知徹底することが必要である。

２５ 利用料金の納付について 備品の使用については、実務的には事後の確認が必要とな
（１８６頁） ることから、運営規則及びその取り扱いについて、現実に即

運営規則に基づけば、利用料金は、申し込 したものとなるよう改正等を進めている。
みの際に納付されなければならないが、備品
利用料が利用日に納付された事例や、施設利
用料が利用から半月後に納付された事例もみ
られた。備品は使用の増減があるため、申込
時の納付が困難であれば、運営規則の変更が
必要である。

２６ 業務委託契約の手続不備について 平成３０年度から業務委託仕様書の一部見直しを行ったほ
（１８９頁） か、今後も必要に応じ仕様書等を見直し、適切な事務処理を

舞台・音響・照明管理業務委託について、 行う。
業務委託仕様書に定められた提案書の入手や
審査の実施がないまま契約が締結されていた
事例があった。業者の選定過程の適否を事後
的に検証して、改善に役立てることができな
いため、業務委託契約時に必要とされる提案
書の入手や審査の実施といった手続は省略す
べきではない。
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２７ 「派遣技術者選任承認について」の日付 平成３０年度に該当業者に各種書類の提出期日を遵守する
について よう指導を行い、以後、日付を遡っての承認は行っていな

（１８９頁） い。
かぶら文化ホールへの職員派遣について、

Ａ社から富岡市へ「派遣技術者選任の件」と
いう書面が提出されたのは、平成２８年４月
１３日以降であるにも関わらず、富岡市は平
成２８年４月１日付で承認している。いつ提
出され、いつ承認されたかは、問題が生じた
際に重要となるため、実際に承認された正し
い日付により行うべきである。

２８ 備品の管理シール貼付について 平成３０年度から指定管理者と調整しながら備品シールの
（１９１頁） 貼付作業を進めている。

県所有の備品の大半と指定管理者である富
岡市の備品に全くシールが貼られていない。
各備品の所有者の区別を明確化をするため、
シール貼付の徹底する必要がある。
また、指定管理者である富岡市に帰属する

備品についても、基本協定書第１７条第７項
に「指定管理業務等の用に供するために、自
ら所有又は賃借する備品を持ち込み、又は第
４項の規定により所有権が指定管理者に帰属
するものとした備品を購入したときは、持込
備品等の管理簿を作成するものとする。」と
規定されているため、持込備品等の管理簿を
作成し、備品シール等で管理する必要があ
る。

意見 改善措置

１０１ 施設の管理運営の目標設定 平成２９年度に指定管理者に対し、積極的な独自目標の設
（１７７頁） 定について、助言・指導を行った。

平成２７年１１月２７日付事業計画書の成
果目標について、指定管理者募集要項に記載
された目標値がそのまま採用されている。し
かし、募集要項には「このほかにも適宜成果
目標を設定し、事業計画書に記載してくださ
い」と明記されている。
他方で「事務事業評価シート（平成２９年

度）」には、募集要項の目標値を超える、独
自の目標値が設定されている。指定管理者
は、募集要項に定める以上の成果目標を定め
たのであれば、独自の成果目標として事業計
画書にも記載するべきである。

１０２ 利用者数の把握 平成２９年度から利用受付時に、主催者や利用者に対し正
（１７８頁） 確な利用者数を報告するよう、注意徹底を行っている。

指定管理者は、基本協定書第２５条第１項
第１号により、利用者数を県に報告する必要
があるが、主催者や利用代表者が行ったカウ
ントに依拠して利用者数を把握する場合もあ
ることから、正確性担保のため、利用に先立
ち、正確な利用者数を把握する必要がある事
情を、主催者や利用者代表に予告する手続が
必要である。

１０３ 利用者満足度調査の結果報告について 平成３０年度に指定管理者に対し、アンケート結果報告を
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（１７９頁） 作成するときは、恣意性が疑われないよう配慮するととも
県に提出されている報告書には、自主事業 に、事業実態を的確に把握した上で記載するよう、助言・指

の一つとして行われたミュージカルのアンケ 導を行った。
ート結果が記載されていた。自主事業に関す
るアンケート集計結果を報告書に記載するの
であれば、全ての集計結果を記載する等、恣
意性を疑われない記載とすべきである。

１０４ 自主事業についての収支計画 平成３０年度の収支報告から指定管理事業と自主事業の支
（１８０頁） 出経費について、適正に按分計算・管理する。

収支計画における支出の一部の費目（人件
費、消耗品費等の事務費、維持管理費）につ
いて、指定管理業務に関するものと自主事業
に関するものが区別されておらず、自主事業
にはこれら経費が按分されていない。経済性
や効率性のチェックの必要上、実績値で適正
な按分計算がなされることを前提に収支計画
を作成すべきである。

１０５ 群馬県への減免規程の申請書の減免開 指定管理開始前の減免申請は、年度協定に先立ち締結した
始時期について 基本協定の指定期間に係るものとの双方理解で、特別の事情

（１８２頁） がある場合を除き適用は指定期間の始期であり、改めての明
富岡市長から群馬県知事あてに、平成２６ 示は基本的に不要と考える。

年３月２０日付「群馬県立自然史博物館の設
置及び管理に関する条例第１７条に係る利用
料金の減免について」が提出されているが、
規程の適用日の記載がないため、明示する必
要がある。

１０６ 仮予約の有効期限について 仮予約の取扱いに係る内規の整備を検討する。
（１８３頁）

仮予約についての規程がなく、仮予約の有
効期限が定められていないまま運用されてお
り、仮予約の長期化などの混乱を招く恐れが
ある。仮予約について規定するとともに、電
話での仮予約が可能であることや仮予約の有
効期限も明記する必要がある。

１０７ 領収印がないものについて 平成２９年度から料金納入があった場合には必ず受領印を
（１８７頁） 押すよう事務処理の徹底を図った。

納入通知書（領収証書）控に押印がないも
のが散見されたが、利用料金が納付された場
合には、必ず受領印を押す必要がある。

１０８ 電気等の実費精算について 平成２９年度から利用申し込み等に際し、電気料金の取り
（１８７頁） 扱いについて必ず説明するよう窓口対応の改善を行った。

利用者が施設内に器具等を持ち込んで、当
該施設の電気等を使用した場合は、その使用
に応じた実費相当額を徴収すると規定してい
るが、実際には、１ＫＷ１００円で計算して
いる。１ＫＷ１００円で算出する旨の注意書
き等があることが望ましい。

１０９ 随意契約が妥当であるかについて 平成３０年度から契約事務にあたり、「随意契約チェック
（１９０頁） リスト」を導入するなどにより、安易に随意契約としないよ

清掃業務について、当該施設は自然史博物 う改めた。
館の附帯施設であることから、同じ業者に依
頼した方が効率的であるとの理由で、自然史
博物館の委託業者と随意契約を締結している
が、安易に随意契約とせず、様々な契約形態
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を検討すべきである。

１１０ 見積書の入手時期について 平成３０年度から契約事務にあたり、見積もり内容を充分
（１９０頁） に吟味できるよう、時間的な余裕を持って事務処理を進める

平成２８年４月１日からの契約であるにも よう徹底を図った。
関わらず、見積書を入手したのが平成２８年
３月２８日であった。価格その他の条件につ
いて、実質的な検討を行うためにも、早い段
階で見積書を入手し、契約の準備を進めるべ
きである。

１１１ 備品の持ち出し・貸出の管理簿の作成 平成３０年度から利用承認の関係書類に貸出備品の確認状
と廃棄すべき備品の把握 況を付記するよう事務を改めた。また、古く使用していない

（１９２頁） 備品の処理方法と、県所有備品、指定管理者所有備品の正確
備品の持ち出し等については、紛失防止等 な把握と備品台帳の整備については、指定管理者と協議し検

の観点から、管理簿を作成し、返却時には立 討を進める。
会いをする必要がある。古い備品については、
整理されて保管されているものの、備品台帳
に記載がないため、早急に今後の利用可能性
等を確認し、廃棄予定を検討すべきである。
県所有備品及び指定管理者所有備品を正確に
把握できるよう、備品台帳を整備するととも
に、備品の取得・廃棄等の異動や実地棚卸に
ついても報告を行うよう指導することが必要
である。

監査対象 群馬県総合スポーツセンター（ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンターほか）

意見 改善措置

１１２ プロポーザル方式契約のスケジューリ 募集期間に明確な基準はないが、平成３０年度以降、プロ
ング ポーザル方式での契約事業を行う際には、同種事業の事例等

（２０７頁） を参考に、最低でも同程度の募集期間を確保することとし
競技用クライミングウォールの設置・実施 た。

設計について、プロポーザル方式を採用した
ところ、応募業者は１者のみであった。応募
の機会を可能な限り広く確保し、より多くの
企画提案を受けられるようにするため、公募
公告から企画提案書の提出までの期間をもっ
と長く確保することが必要である。

１１３ プロポーザル方式契約の審査基準につ 平成３０年度以降、プロポーザル方式での契約を行う際に
いて は、可能な限り、審査基準･審査方法を明確化することとし

（２０７頁） た。
プロポーザル方式契約の審査方法につい

て、１１の評価項目に基づき、審査委員会委
員がそれぞれ３段階で評価を行う方式が採ら
れているが、募集要項においても内部基準に
おいても、評価に基づく点数に関する記述が
存在しない。点数の大小で決定するのか、０
点の項目があった場合にはどう処理するのか
等を含め、審査基準・審査方法を明確化する
ことが必要である。

１１４ 備品管理シールについて 平成３０年度中にシール貼付場所や貼付方法の見直しを行
（２１０頁） う。

備品に貼付すべき備品管理シールが一部剥
がれ落ちているものや、貼付場所が適切でな
いものが散見された。適切な貼付場所に貼付
し、または剥がれ落ちないよう補強するとと
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もに、剥がれ落ちたものが発見された場合に
は直ちに貼り直す等、対策が必要である。

１１５ 備品の整理 平成２９年度に修理･廃棄する備品の見直しを実施した。
（２１０頁） これに基づき平成３０年度中に適切に廃棄などの整理を行

故障したものや使用していない物品が、一 う。
部台帳に残存し、物品として残っているもの
があるため、改めて見直しを行い、適宜廃棄
するなど整理が必要である。

監査対象 群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク

意見 改善措置

１１６ 現物実査の記録保管について 平成３０年度の現物実査から確認できる記録を作成する。
（２３５頁）

財務規則上義務付けられている現物実査に
ついて、報告書の作成は財務規則上義務付け
られているものではないが、確認資料とし
て、いつ、誰が、どのように現物実査を行っ
たのかを確認できる記録は最低限作成し、保
管すべきである。

１１７ 備品管理シールについて 平成３０年度中に貼付けできる備品は適切な場所に貼付
（２３６頁） し、貼付けが困難な備品については、保管場所へ備品管理一

備品に貼付すべき備品管理シールが一部剥 覧を掲示した。
がれ落ちているものや、貼付場所が適切でな
いものが散見された。適切な貼付場所に貼付
し、または剥がれ落ちないよう補強するとと
もに、剥がれ落ちたものが発見された場合に
は直ちに貼り直す等、対策が必要である。

監査対象 群馬県ライフル射撃場

意見 改善措置

１１８ 雨漏り対策の必要性について 施設全体の雨漏り対策を検討する。
（２４６頁）

施設各所で雨漏りが続いており、雨漏りは
銃庫にも及んでいる。特に銃庫の雨漏りは喫
緊の課題であり、対応の必要性が高い。射
座、銃庫を含む施設全体の雨漏り対策を実施
すべきである。

１１９ 屋根設置の必要性について 競技規則に則った施設整備を検討する。
（２４７頁）

１０メートル射撃は、大会規定上屋内でな
ければならないところ、本施設では当初屋外
であったものに屋根を作成し、屋内とみなし
て運用している。屋内とみなす運用が大会運
営上今後も通用するとは限らず、県が重要視
している国体で競技場として認められない可
能性がある。
５０メートル射撃は屋外であり、紙標的を

使用している関係上、雨が降ると紙がしけ
り、標的の使用に支障が生じる。ただし、電
子標的への移行が進めば、事情が変わる可能
性もあるので、他の課題との関係で優先順位
を考慮しつつ、整備を進めていくことが望ま
しい。
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１２０ 電子標的への移行について 前提となる雨漏り対策、屋根の設置と併せて、導入を検討
（２４７頁） する。

本施設は、電子標的を導入しておらず、紙
標的であるが、全日本ライフル射撃協会の競
技ルール基準を満たしていないことや、国体
を含めた大会実施、県内競技者の育成等のた
めには、電子標的を導入することも検討課題
とすべきである。
また、雨や水滴で紙標的が使用できない等

利用者に不便を来す結果となっていることか
ら、雨漏り修繕と併せて検討し、合理的な結
論を出すべきである。

１２１ 環境汚染対策としての調査の必要性 建物の大規模改修を実施する際に、環境省ガイドラインに
（２５７頁） 則った調査を実施する。

当該弾に含有する鉛の環境汚染問題に関し
て、本施設周辺には集落も水もなく調査の必
要性が低いことなどから、これまで特段の調
査は行われていない。
的場付近に鉛弾が残ることがすなわち鉛汚

染ではないが、射撃場の鉛問題に関しては、
環境省もガイドラインを整備しており、問題
化されているため、取り壊す等の事態となっ
た場合には、精密な調査が必要となる。


